
規

則 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
三
年
八
月
二
十
日 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

埼
玉
県
規
則
第
六
十
九
号 

 
 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

 

埼
玉
県
都
市
公
園
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
埼
玉
県
規
則
第
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
二
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

 

八 

春
日
部
夢
の
森
公
園 

サ
ー
ク
ル
室 

       

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
令
和
三
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

            

管
理
棟 

公
園
施
設
の
種
類 

サ
ー
ク
ル
室
三 

サ
ー
ク
ル
室
二 

サ
ー
ク
ル
室
一 

一

時

間 

一

時

間 

一

時

間 

期

間 

一
、
〇
〇
〇
円 

一
、
一
八
〇
円 

八
二
〇
円 

金 
 

 
 

 

額 

小
学
校
就
学
前
の
者
、

小
学
生
、
中
学
生
又
は
高

校
生
が
主
た
る
利
用
者
で

あ
る
場
合
は
、
上
記
の
金

額
の
半
額
と
す
る
。 

摘 
 

 
 

 
 

 
 

要 

 


